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仕様書等の取扱いに係る秘密保持誓約書


「新庁舎ネットワークサービス等利用契約」の入札に係る貴市から交付される仕様書、図面、その他本件に関する資料及び情報について、次の事項を遵守することを誓約します。

１　秘密情報の取扱い
本件に関して貴市から交付される資料及び情報には、貴市のネットワーク構成、情報セキュリティ対策、システム運用、その他非公開情報が含まれることを理解し、情報漏えい、紛失、目的外利用等が生じないよう、必要な注意を払い適切に管理します。

２　目的外利用の禁止
貴市から交付される資料及び情報は、本件に係る見積り、契約履行の検討以外の目的で使用しません。
また、本件以外の営業活動、他団体又は他事業者向けの業務、社内資料、教育資料、広報資料、その他本件と無関係の目的に流用しません。

３　第三者への開示等の禁止
貴市の事前の承認なく、貴市から交付された資料及び情報を第三者に開示、提供、漏えい、転載、転送しません。
本件の検討に必要な範囲で、協力会社、メーカー、再委託先、その他第三者に開示する必要がある場合はあらかじめ貴市の確認を得るものとし、当該第三者に本誓約書と同等以上の秘密保持義務を負わせます。

４　複製及び管理
貴市から交付された資料及び情報の複製、印刷、保存、転送は本件の検討に必要最小限の範囲に限ります。
また、私用端末、私用メール、個人利用のクラウドサービス、その他適切な管理ができない環境に保存又は転送しません。

５　返却、削除及び廃棄
入札を辞退した場合、落札者とならなかった場合、貴市から求められた場合又は本件に関する検討が終了した場合、貴市の指示に従い、交付される資料及びその複製物を速やかに返却、削除、廃棄します。
貴市から求められた場合は返却、削除、廃棄を行ったことを報告します。

６　事故発生時の報告
貴市から交付される資料及び情報について、漏えい、紛失、盗難、誤送信、不正アクセス、目的外利用、その他事故又は事故の恐れが生じた場合、直ちに貴市へ報告し、貴市の指示に従い必要な措置を講じます。

７　損害賠償等
本誓約書に違反し、貴市又は第三者に損害を与えた場合はその損害を賠償する責任を負います。
また、本誓約書に違反した場合、貴市が入札参加の不承認、入札の無効、落札決定の取消し、契約解除、その他必要な措置を講じることについて異議を申し立てません。

８　有効期間
本誓約書に基づく秘密保持義務は本件入札手続の終了後、契約締結後及び契約終了後も存続するものとします。


以上
